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公募型見積合せの実施について 

 

令和５年度に予定している市立宇和島病院の賃貸借契約について、公募型見積合せを実施

しますので、参加を希望される方は、下記要領により申込書等を提出してください。 

 

記 

１ 対象業務 

（1） 物品名称   輸血管理システム及び輸血関連ソフトウェア賃貸借 

（2） 使用場所   宇和島市御殿町１番１号 

（3） 概  要   指定する医療機器等の賃貸借契約（別紙仕様書のとおり）一式 

（4） 履行期間   令和６年４月１日 から令和１０年３月３１日 まで 

    もしくは、令和６年４月１日 から令和１１年３月３１日 まで 

 

２ 見積合せ参加要件（参加者は、次のすべての要件に該当すること。） 

（1） 市立宇和島病院入札参加資格者に登録（登録の無い場合は申込書提出の際に登録申

請を行い登録予定者であること。）されていること。 

（2） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（3） 宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格停止期間中でない

こと。 

（4） 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定による更生手続開

始の申立てがなされていないこと。（民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生

法の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（5） 入札の適正が阻害される恐れのある一定の資本関係又は人的関係にある複数の者の同一

入札への参加は認めない。 

（6） 公告で示す業務を確実に履行できることを証明した者であること。 

（7） 応募案内、公告文、仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上で見

積合せに参加できること。 

 

３ 見積方法 

（1） 見積金額は、月額賃貸借料（消費税抜き）を記載してください。 

（2） 見積金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 



４ 仕様書等のダウンロード 

令和５年１２月２７日（水）から本公告文を掲載している市立宇和島病院のホームペー

ジより取得可能です。 

 

５ 仕様書等に対する質問回答及び同等品確認申請について 

（1） 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内に指定様式により提出してくださ

い。 

令和６年１月４日（木）から令和６年１月１１日（木）午後１３時００分まで 

（2） 質問に対する回答 

令和６年１月１６日午後１時から市立宇和島病院のホームページにおいて公表します。 

 

６ 見積合せ参加申込み 

（1） 参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出してください。 

ア 公募型見積合せ参加申込書（指定様式） 

イ 上記に添付する資料（適宜） 

ウ 見積書（指定様式、件名を記入した封筒に必ず封かんして提出） 

（2） 提出期限  

期限は、令和６年１月１９日午後１時です。この必着期限を過ぎて到着したものは

受理しません。 

また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到達しなかったことに対する異議を

申し立てることはできません。 

 

７ 契約保証金 

宇和島市病院事業契約規程による。 

 

８ 支払条件 

支払い条件については、見積合せから契約締結までの間に協議は可能ですが、見積提 

出者の意向に沿わない場合でも見積書の返還、金額の変更は認めません。 

 

９ 予定価格 

   公表しない 

 

１０ 無効とする見積 

（1） 見積者としての必要な資格のない者の行った見積。 

（2） 虚偽の申請により資格を得た者の行った見積。 

 

１１ 見積結果及び契約について 

(1) 予定価格の範囲内で参加要件を満たした、月額での最低価格見積者を契約予定者として

決定します。 



(2) 見積結果は、見積合せ実施後、契約予定者に限り通知します。 

 

１２ その他 

（1） 見積合せ参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判

明した場合には、宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱の準用により措置しま

す。 

（2） その他見積合せ及び契約に関する事項については、宇和島市病院等事業契約規程の規定

によるものとします。 

 

１３ 提出先及び担当部署 

    郵便番号 ７９８－８５１０ 

    住  所 愛媛県宇和島市御殿町１番１号 

    部 署 名 市立宇和島病院 総務管理課施設用度係 

    電話番号 ０８９５－２５－１１１１ 内線２１０５１ 

    Ｆ Ａ Ｘ ０８９５－２５－５３３４ 


